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財団法人大阪みどりのトラスト協会役員の報酬等に関する規程 
 
（趣 旨） 
第 1条 この規程は財団法人大阪みどりのトラスト協会（以下「協会」という。）
の役員の報酬、通勤手当、及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。 
（報 酬） 
第 2 条 常勤の役員に対しては、報酬を支給する。その額は、会長が理事会の
承認を得て別に定める。 
（通勤手当） 
第３条 常勤の役員に対しては、通勤手当を支給することができる。 
２ 前項の規定によって通勤手当を支給する場合における通勤手当の額は、協

会の職員の例による。 
（旅 費） 
第４条 役員が業務のため出張した場合には、当該役員に対して旅費を支給す

る。 
２ 前項の旅費の額は、大阪府の行政職の給料表の１1級相当額とする。 
３ 常勤の役員以外の役員が理事会に出席したときは、会長が別に定める額の

費用弁償を支給する。ただし、大阪府の経済に属する職員で役員を兼ねるも

のについては、この限りではない。 
（支給方法） 
第５条 役員の報酬、通勤手当及び旅費の支給方法は、協会の職員の例による。 
（委 任） 
第６条 この規程の施行について必要な事項は、会長が定める。 
 

 
附 則 

この規程は、平成元年１１月１日から施行する。 
附 則 

（施行期日等） 
１ この規程は、平成１２年４月１日から施行し、平成１１年４月１日から適

用する。 
 
附 則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
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        平成２１年度役員報酬実績 
 
   常務理事   報酬総額 ４，８００，０００円 
           （４００，０００円×１２ヶ月） 


